
 
                             令和８年２月９日 
 
 

節水にご協力をお願いします 

～徳島河川国道事務所 渇水対策支部を設置～ 
 

 
○ 早明浦ダムの貯水率低下に伴い、２月９日（月）９時より第一次取水制限を開始しました。 
○ このため、徳島河川国道事務所は、２月９日に「徳島河川国道事務所 渇水対策支部」を

設置します。 
 

 
 
 
 

取水制限の詳細につきましては、下記 URL よりご確認ください。 
 
 

URL：https://www.skr.mlit.go.jp/pres/new/i9454/020611kasen.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 【問い合わせ先】                             

 
◇国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 
 TEL：088-654-2211（代表） 088-654-9611（直通） 
        副所長（流域治水） 相田 晴美    内線 206 
       事業対策官     梶本 泰司     内線 307 

◎ 流域治水課長    林田 拓都     内線 351 

 
                      ◎：主たる問い合わせ先   

 

  記  者  提  供  資  料   

https://www.skr.mlit.go.jp/pres/new/i9454/020611kasen.pdf

